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道路構造令の一部を改正する政令が閣議決定

自転車を安全かつ円滑に通行させるため設けられる帯状の車道の部分として「自転
車通行帯」に関する規定を道路構造令上に新たに規定する等の改正を行う「道路構造
令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定されました。

１．背景
本来自転車専用の通行空間を確保する必要があるにも関わらず、自転車道に必要な幅
員（２メートル以上）を確保できない等により、これを整備できていない状況が多数生
じています。
他方、近年では、道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯（幅員１．５メートル以
上）の設置が進んでおり、自転車関連の交通事故数の減少や道路利用者の不安感の低減
等の効果が実質的に確認されています。
このため、自転車を安全かつ円滑に通行させるため設けられる帯状の車道の部分とし
て「自転車通行帯」に関する規定を新たに設けることにより、新たに整備する道路にお
ける「自転車通行帯」の設置の推進を図るため、道路構造令の一部を改正することとし
ました。

２．政令改正の概要

（１）自転車通行帯の新設関係
道路構造令において、自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の

車道の部分として「自転車通行帯」を新たに規定し、「自転車通行帯」の設置要件を
規定することとします。
また、「自転車通行帯」の幅員は、道路交通法に基づく普通自転車専用通行帯と同

様の１．５メートル以上とし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場
合においては１メートルまで縮小できることとします。

（２）自転車道の設置要件関係
自転車道の設置要件として、「設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であ

るもの」を追加することとします。

（３）その他
その他所要の改正を行うこととします。

３．今後のスケジュール
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自転車に関する道路構造令の改正

○ 過去10年間で、交通事故件数全体が約４割減少する中、自転車対歩行者の事故件数は約１割の減少にと
どまっており、歩行者・自転車・自動車が適切に分離された自転車通行空間の整備が重要。

○ 用地上の制約から、自転車道の整備は全国的に進んでおらず、幅員がより狭くてすむ自転車専用通行帯 （道
交法に基づく通行区分の指定）について、道路構造令に新たに「自転車通行帯」として位置付け、自転車通行空間
の整備を加速する必要。

○ ４月２５日施行済。

背景・必要性

改正概要

○ 歩行者・自動車から自転車の通行を分離する必要がある場合には、自転車通行帯を設置。

○ ただし、自動車との関係で自転車の安全性を確保する必要がある設計速度60km/hの道路には、
引き続き、車道との間を工作物により分離した自転車道を設置。

○ 用地確保の観点から自転車道の整備が困難であった道路においても自転車通行空間の整備の可能性が拡大。

効果
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